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１．添付書類十一の品管規則※との対応について 

「発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド」にて，添

付書類十一の記載内容は以下のように定義されている。 

発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド 

２．発電用原子炉の設置の許可の申請に係る記載について 

 （中略） 

（６）実用炉則第３条第２項の書類は、次のとおりとする。なお、実用炉則第

５条第２項及び第７条第３項の添付書類についても準用する。 

（中略） 

４）同項第 11 号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する説明書」は、設置許可申請に当たって実施し

た設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の活動に係る品質

管理の方法、組織等を説明した書類をいう。 

添付書類十一では，実施した設計活動に係る品質管理の実績及び今後の工

事等の活動について記載しており，設計や調達を中心にまとめている。 

なお，品管規則の要求に対しては，本文十一号を品管規則の各条文に対応

した記載とすることで，品管規則との対応を明確にしている。 

※品管規則：原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

基準に関する規則 

以上 
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